
事務事業評価シート（事前評価）
事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

年度 （ 請 負 ）

目標 年度

事業費(A)

国庫支出金・都支出金

地方債

その他 （ ）

一般財源

所要人員(B)

人件費(C)=平均給与×(B)

臨時職員等賃金(C')

総コスト(D)=(A)+(C)+(C')

単位当たりコスト

(E)=(D)/ （ ）

目標 年度

目標 年度

創2-1 子ども参加の促進

評
価
指
標
の
設
定 二
次

さまざまな場面において子どもの権利が尊重され、子どもたちが主体的に参画
して育つことのできる環境を整えていきます。

6-3-1 児童館施設の改修（西原児童館）

　民間設置による代替・類似サービスは、現在のところ市内にはない。

《指標の説明　など》
　総合計画による施設整備計画の進捗率

事
業
環
境
等

市民・関連団体等の意見
（アンケート結果など）

　国の示す学童クラブの大規模解消方針（22年度から71人以上運営費補助金廃止）は、今後の市の
健全な財政運営に影響を及ぼすことから、大規模に該当する学童クラブの解消は図る必要がある。
　大規模学童クラブ解消については、市内学童クラブ保護者代表で組織する西東京市学童クラブ連
絡協議会においても、運営（児童数）の適正化について強い要望がある。

事業実施上における制約や
財源確保等

　当該施設は、都営住宅施設の一部を使用している関係から、改修部分についても内装部
分の改修が中心である。

代替・類似サービスの有無

目標値

実績値

一
次

目標値 ％

実績値

100

② 目標値

活動等指標 単位

目標値 所 1

21年度 22年度

《指標の説明　など》

成果指標 単位 21年度 22年度 23年度

23年度

①　整備施設数

0

整備施設数 千円 26,796 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

千円 26,796 0 0

00 0

3,406 0 0 0

内
訳

2,965

千円 1,225

22年度 23年度

千円

25,571

19,200

平成21 実施形態

事
業
費
デ
ー
タ

項　　目 単位 21年度

市町村総合交付金

人 0.15

千円

整備計画の進捗率

子育て支援部　児童青少年課

事務事業の目的 根拠法令等

　施設の適正な管理・運営と児童の安全確保等を目的として老朽劣化部分の改修工事を行うとともに、国の示す
放課後子どもプランのなかの大規模学童クラブ解消方針に基づく「けやき学童クラブ」の大規模解消対応として、
西原児童館のなかに新たに学童クラブを設置するための改修工事を合わせて実施する。

事業内容・実施方法等　

　施設の経年劣化（1980年設置）による児童館の改修は、総合計画に基づく施設整備として計画的に実施するものである。
　主な改修部分は、施設全体の天井・壁面・床面の改修及び学童クラブ室児童用ロッカー・下駄箱の新設、簡易調理設備等の整備工事。
　市町村総合交付金、東京都学童クラブ設置促進事業補助金を特定財源とする。
　なお、西原児童館には、設置当初学童クラブ施設を併設していたが、学区域の小学校（けやき小）の建替えにより、小学校施設内に新たに大規模の学童クラブ施設（８０
名定員）を設置したことにより、当該施設から学童クラブ機能部分を廃止した経緯がある。

事業開始時期

法律
条例・規則

要綱・要領

政令・省令

  有

  無

直営 委託 補助 その他



事業コード 事務事業名 所管部課

施策コード 施策名 施策目標

【一次評価】

Ｃ

【二次評価】

Ｃ

【行革本部評価】

事業の
必要性

事業の優先
度（緊急性）

3

検証項目 ランク

創2-1 子ども参加の促進
さまざまな場面において子どもの権利が尊重され、子どもたちが主体的に参画
して育つことのできる環境を整えていきます。

6-3-1 児童館施設の改修（西原児童館） 子育て支援部　児童青少年課

市民ニーズ
の把握

3

Ａ

Ｂ

Ａ

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービ
スの相手方

事業主体
の妥当性

Ｂ

直接のサービ
スの相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

行革本部評価 評価の判断理由及び事業化する上での課題等

　子どもの安全な居場所づくりの観点や、国の大規模学童クラブ解消方針を踏まえると、老朽化が進んでいる西原
児童館の改修を行い、同児童館内に新たな学童クラブを設置する本事業は計画的に実施すべきと考える。
　工事実施にあたっては、利用者である児童の安全確保に配慮するとともに、保護者に対して十分な説明を行う必
要がある。

○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等

3
　子育て支援、子どもの見守り、子どもの安全な居場
所づくりといった視点から必要な事業であり、国が示
す放課後子どもプランでの大規模学童クラブ解消方
針に基づく「けやき学童クラブ」の大規模解消にも対
応する事業でもある。特に、平成22年度から予定され
ている学童クラブ運営費補助の改正に対応し、けやき
小学校学区域の学童クラブの配置と定員の見直しへ
の取り組みであることから、計画通り、事業を実施する
ことが望ましい。
　なお当該施設は、西原児童館に併設する施設であ
り、工事期間中の安全確保に努めるとともに、学童ク
ラブ増設に伴う利用変更に関する周知など、保護者
に対して丁寧な対応を行う必要がある。
　また、市内4施設において、既に民間への委託が行
われているが、ひばりが丘団地内などに予定されてい
る新たな児童館、学童クラブの施設整備に合わせ、
民間委託の可能性について、引き続き検討された
い。

3

3

2

2

3

二次評価検証項目 ランク

3

3

市民ニーズ
の把握

受益者負担
の適切さ

事業内容等
の適切さ

　今回、国から大規模学童解消方針が打ち出さ
れたために、「けやき学童クラブ」の大規模解消
対策として、西原児童館に新たに学童クラブを設
置するが、老朽化した既存施設の効率的・総合
的な利用の結果、大規模改修工事を行い、施設
を整備することが最適であると判断した。また、学
童クラブを安定的に運営するために、補助金を
確保していく予定である。
　なお、改修工事の実施時期は、改修に伴う設
計等を行い夏休み期間終了後に実施することと
し、新年度（H22）年度から新たな学童クラブ施設
として開所する。

3

3

2

2

一次評価
○検証項目、評価の判断理由
○事業化する上での課題等

事業化

実施を延期

計画を中止

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握

0

1

2

3

事業の優先
度（緊急性）

事業の
必要性

事業主体
の妥当性

直接のサービス
の相手方

事業内容等
の適切さ

受益者負担
の適切さ

市民ニーズ
の把握 事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

事業化

実施を延期

抜本的見直し

計画を中止

抜本的見直し

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目

検証項目の見方
Ａ：事業実施の意義を検証する項目
Ｂ：事業の内容･実施方法を検証する項目
Ｃ：市民ニーズの反映度を検証する項目


